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ID: 1611
担当部署: 健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係

処分の概要 指定特定相談支援事業者に対する勧告措置命令

法 令 名

根 拠 条 項

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の28第４

項

法 令 番 号 平成17年法律第123号

【基準】

法第51条の28第４項の規定による。

（勧告、命令等）

第51条の28 都道府県知事は、指定一般相談支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると

認めるときは、当該指定一般相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置を

とるべきことを勧告することができる。

（１） 第51条の19第２項(第51条の21第２項において準用する場合を含む。)において準用す

る第36条第８項の規定により付された条件に従わない場合当該条件に従うこと。

（２） 当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について

第51条の23第１項の主務省令で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守する

こと。

（３） 第51条の23第２項の主務省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準

に従って適正な指定地域相談支援の事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守する

こと。

（４） 第51条の23第３項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提

供を適正に行うこと。

２ 市町村長は、指定特定相談支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるとき

は、当該指定特定相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきこ

とを勧告することができる。

（１） 当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について

第51条の24第１項の主務省令で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守する

こと。

（２） 第51条の24第２項の主務省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準

に従って適正な指定計画相談支援の事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守する

こと。

（３） 第51条の24第３項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提

供を適正に行うこと。

３ 都道府県知事は、第１項の規定による勧告をした場合において、市町村長は、前項の規定に

よる勧告をした場合において、その勧告を受けた指定相談支援事業者が、前２項の期限内にこ

れに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

４ 都道府県知事は、第１項の規定による勧告を受けた指定一般相談支援事業者が、正当な理由

がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき、市町村長は、第２項の規定による勧告を受

けた指定特定相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったと

きは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを

命ずることができる。

５ 都道府県知事又は市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなけれ

ばならない。
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６ 市町村は、地域相談支援給付費の支給に係る指定地域相談支援を行った指定一般相談支援

事業者について、第１項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当

該指定に係る一般相談支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

備考

設 定 年 月 日 平成 28 年 7 月 1 日 最終変更年月日 令和６年７月 31 日


